
推進体制

 庁内の推進体制

役割名称名称

• 事業全体のマネジメント・進捗管理副村⻑事業実施責任者

• 業務委託（地籍図数値情報化、素図スキャニング等）、地籍調査管理システムの
設置

• 住⺠等からの資料請求対応、関係するステークホルダーとの調整（事業周知等）
税務課事業担当課

• 事業全体のマネジメント、進捗管理、システム導入、運用にかかる調整企画政策課連携部署

• オンライン化に関する周知広報の実施総務課連携部署

【各課室の役割】

9

企画政策課

税務課

【⻄郷村】

事業周知、協⼒依頼

資料請求等（窓⼝）

業務委託等

電子データ化
データファイリング

システム運用支援

事業全体のマネジメント
進捗管理

情報共有

副村⻑

指示

事業実施責任者

連携部署

担当課

委託事業者
関連する地域の
ステークホルダー

（地権者、不動産業者等）

総務課
連携部署

周知広報



推進体制

 事業推進体制

役割名称

• 事業計画の⽴案
• 報告書作成をはじめとする事業全般の管理・統括
業務

⻄郷村

• 調査成果品等の電子データ化
• システムへのファイリング（ハード・ソフト）事業者

役割名称

10

事業者

委託契約

検討段階

不動産業者
事業周知、協⼒依頼

関連する地域のステークホルダー

地権者

測量業者

⻄郷村

事業推進体制

（その他、窓⼝利用者）


